
岡山県広域特別支援連携協議会設置要綱

(設 置)

第１条 医療、保健、福祉、労働、消費生活、警察、教育等の関係部局・機関、大学、医

師会及び親の会（以下「関係機関等」という。）が、相互の連携を図り、障害のある児

童生徒に対し、総合的な教育的支援を実施するため、岡山県広域特別支援連携協議会

（以下「連携協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第２条 連携協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

（１） 県内の支援地域（障害のある児童生徒等にニーズに応じて必要な教育的支援を

適切に提供するために岡山県教育委員会が想定する地域をいう。）の範囲に関す

ること。

（２） 就学前（小学校又は特別支援学校の小学部就学前までの段階）からの障害のあ

る幼児及びその保護者等に対する教育相談の充実に向けた関係機関等の連携に関

すること。

（３） 就学中（小・中学校、高等学校又は特別支援学校に就学している段階）の適切

な教育的支援の実施に向けた関係機関等の連携に関すること。

（４） 就学中から卒業後の社会生活への円滑な移行に向けた関係機関等の連携に関す

ること。

（５） 障害のある児童生徒等に関わる人材の育成に関すること。

（６） その他関係機関等相互の情報の共有化に関すること。

(組 織)

第３条 連携協議会は、次に掲げる者のうちから、岡山県教育委員会教育長が委嘱又は任

命する委員をもって組織する。

（１） 医療、保健、福祉、労働、消費生活、警察、教育の関係部局及び機関の職員

（２） 学校関係者

（３） 岡山県医師会所属の医師

（４） おかやま発達障害者支援センターの職員

（５） 学識経験者

（６） 親の会代表

（７） その他岡山県教育委員会教育長が適当と認める者

２ 連携協議会の委員は、岡山県発達障害者支援地域協議会（以下「地域協議会」とい

う。）の委員を兼務する。



３ 連携協議会に専門的事項に関する調査研究を行わせるため、必要に応じて幹事会を置

く。

(委員長)

第４条 連携協議会に、委員長１名を置き、委員長は委員の互選により定める。

２ 委員長は、連携協議会を代表し、会務を総理する。

３ 委員は、委員長の命を受け、連携協議会の業務を処理する。

(会 議)

第５条 連携協議会は、地域協議会と共同して開催し、委員長が招集する。

２ 委員長は、必要があると認めるときは、連携協議会に委員以外の関係者等を招き、意

見聴取等を行うことができる。

(事務局)

第６条 連携協議会の事務局は、岡山県教育庁特別支援教育課に置く。

２ 連携協議会の庶務は、事務局において処理する。

(その他)

第７条 この要綱に定めるもののほか、連携協議会の運営に必要な事項は、委員長が別に

定める。

附 則

この要綱は、平成１６年８月２６日から施行する。

附 則

この要綱は、平成１７年８月２５日から施行する。

附 則

この要綱は、平成１８年１１月１３日から施行する。

附 則

この要綱は、平成１９年６月６日から施行する。

附 則

この要綱は、平成２０年６月２７日から施行する。

附 則

この要綱は、平成２２年８月４日から施行する。

附 則

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。


